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とよかわ健康づくり計画 

ポスターができました！ 
第２次とよかわ健康づくり計画 

「やめたい？やめれるよ！そのたばこ ～よし、禁煙外来へ行こう～」 

豊川市では、禁煙外来治療費の一部助成事業を開始しました！ 

【お問合せ先】 

豊川市役所 子ども健康部 保健センター 成人保健係 西岡・高橋 

TEL:0533-95-4803 Eメール：hokens@city.toyokawa.lg.jp 

 

令和 3年 6月 17日 

 

豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市では「とよかわ健康づくり計画」に基づき、市民の健康づくり施策として、生活習

慣病に関する知識の普及や、生活習慣病の発症予防と重症化予防を推進しています。そ

の中で保健センターでは、市民や関係機関等の健康づくり意識の高揚を目的に、毎年啓

発ポスターを作成しており、今年度は「たばこ」ついて作成しました。 

昨年 4月健康増進法が改正され、望まない受動喫煙を防止する取り組みがマナーから

ルールに変わっています。また豊川市は、子育て世代の喫煙率が県平均より高いのが特

徴です。(健やか親子 21 の調査より)そこで今年度は健康づくり計画の分野の中で『た

ばこ』を重点分野とし、「やめたい？やめれるよ！そのたばこ ～よし、禁煙外来へ行こ

う～」を合言葉に、今年度から開始した禁煙外来治療費の一部助成事業を市民に広く周

知し、禁煙に取り組むきっかけになることを目的とした内容で作成しています。（※1参

照） 

記 

1 掲示日 令和 3年 6月中旬から 

2 内 容 禁煙外来の説明、豊川市禁煙外来治療費の一部助成事業周知 

3 その他 作成したポスターは市施設や病院、市内小中学校、お店などに配布します。 

また、保健師が保健センター事業や企業・団体等へ健康教育をする際に、 

教育媒体として利用し知識の普及に努めていきます。 
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※１ 令和 3年度 とよかわ健康づくり計画ポスター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


